
町田税務署からのお知らせ
【問合せ先】 〒194‐ 8567 町田市中町 3-3-6

※お電話は、自動音声によりご案内しており、

■L042(728)7211(代 表)

担当者がご用件にお答えします。

≪開設期間≫

2月 17

※ 土、日及び祝日を除きます。

ただし、2月 24日 (月 )及び3月 1日 (日 )は開場します。

【案内図】

～

3月 16

会 場 所 在 地 時 間

「ぼつぽ町田」

地下 1階

町田市

原町田4-10-20
(JR横浜線・小田急小田原線

町田駅徒歩 10分 )

【受付】
午前 8時 45分から午後4時まで

(提出は午後5時まで)

【相談】
午前 9時から午後 5時まで

町 田 税 務 署 内 に申 告 書 作 成 会 場 はありません。
※ 提出のみの場合であつても、マイナンバーの本人確認等のため、混雑時には長時間お待ちいただくことが
ありますので、予めご了承ください。

○ 会場開設日及び最終週は、大変な混雑が予想

されますのでご了承ください。

○ 会場が混雑している場合には、受付を早めに

締め切ることがありますので、なるべくお早め

にお越しください。また、混雑の状況によっては

長時間お待ちいただくこともありますので、ご

了承ください。

○ 申告書にはマイナンバーの記載が必要です。
詳しくは、裏面をご覧ください。

裏面に「税理士による無料申告相談」の日程を掲載しておりますのでご覧ください。



次の日程で「税理士による無料申告相談」を実施しますのでご利用ください。

期  間 会 場 所 在 地 時 間

令和 2年 1月 27日 (月 )

～ 1月 28日 (火 )

忠生市民センター
町田市忠生

3-14-2 午前 9時30分

～午前11時30分

午後 1時00分

～午後3時30分

令和 2年 1月 29日 (水 )

～ 1月 31日 (金 )

南市民センター
町田市金森

4-5-6
令和 2年 2月 3日 (月 )

～ 2月 5日 (水 )

鶴川市民センター
町田市大蔵町

1981-4
令和 2年 2月 6日 (木 )

～ 2月 7日 (金 )

堺市民センター
町田市相原町

795-1

〇 小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び

復興特別所得税の申告書 (土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。)を作成して提出で

きます。申告書等の提出のみの場合は、直接税務署にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。

O ご来場の際は、前年の申告書等の控えや源泉徴収票など申告に必要な書類、筆記具、計算器具、印鑑

及びマイナンバーに係る本人確認書類 (①マイナンバーカー ド又は②通知カー ドなどの番号確認書類及

び身元確認書類)の写し等をご持参 ください。

O 混雑状況等により、受付を早めに終了する場合がありますのでご了承ください。

O 申告書用紙の発送時期によつては、相談日が終了している場合があることをご了承ください。

医療賀控除を受けるための手続が変わ りました :

平成 29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の現組薔』の

添付が必要となりました。(領収書の提出 は不要 とな りま した。)

の領収書 する必 す 。

下ら葦あられたときは、提示又は提出しなければなりません。)
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医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。

(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)

(注)平 成 29年分から令和元年分までの確定申告については、医療日の領収書の添付又は提示によることもできます。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です :

確定申告書等を税務署へ提出する際は、
″
毎日マ イナンバーの記職と、本人確H類

(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は写しの添付が必要です。

体 人確認書類の例》

① マイナンバーカード (個人番号カード)のみ (【番号確認書類】と 【身元確認書類】

② 通知カードなど 【番号確認書類】+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など

※1 郵送にて申告書を提出する場合は、

※2 ご自宅からe―T嶽で送信する場合は、本人

を兼ねています。)

【身元確認欄
してください。

申告書は、国税庁ホームページで作成できます :

確定申告   厘亜≡ヒじ


